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令和５年度一般会計補正予算（第７号）について

歳入歳出予算

当初予算額： 43,741,000千円

現計予算額： 44,737,234千円

補 正 額： ＋ 30,004千円

補正後予算額： 44,767,238千円 （＋1,026,238千円）

（補正額の内訳）

※ （ ）内は当初予算額からの増減額

① 戸籍住基等システム改修経費の追加 ＋ 11,840千円（＋ 5,015千円）

② 福祉医療費助成事業に要する経費の追加 ＋ 2,624千円（＋ 2,624千円）

③ 丹波少年自然の家事務組合解散に係る負担金の追加 ＋ 15,540千円（＋ 15,540千円）

補 正 額： ＋ 30,004千円（＋ 23,179千円）

※ （ ）内は市負担額（一般財源及び市債）
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【別紙】…前頁①～③に係る歳出予算の補正内容

（単位：千円）

国・県 市債 その他 一般財源

総務費-戸籍住民基本台帳費-戸籍住民基本台帳費

民生費-社会福祉費-医療助成費

福祉医療費助成事業に要する経費の追加

教育費-社会教育費-青少年対策費

丹波少年自然の家事務組合解散に係る
負担金の追加

合　計 ＋30,004 ＋6,825 ＋0 ＋0 ＋23,179

（注） 「財源内訳」欄の「その他」は、国県支出金・市債以外の特定財源（寄附金及び特定目的基金等）を計上。

事　業　名 事 業 概 要 補正額
財源内訳

①

戸籍に記載された振り仮名を住民票及び戸籍の附票へ記載するため、住
民基本台帳システム及び戸籍附票システムの改修を実施するもの。

＋15,994 ＋9,454 ＋6,540

戸籍住基等システム改修経費の追加 上記と併せて、当初予算に計上していた戸籍システム改修経費のうち、
不用額を減額するもの。

△ 4,154 △ 2,629 △ 1,525

＋2,624

③
丹波少年自然の家事務組合を解散（令和6年3月31日）するため、財産処
分に係る負担金（12,765千円）及び職員の退職手当等に係る負担金
（2,775千円）を支出するもの。

＋15,540 ＋15,540

②

乳幼児等医療費助成制度及びこども医療費助成制度を令和6年7月から拡
充し、高校生相当までのすべての子どもを助成対象としようとするた
め、申請書の送付に要する費用等を追加するもの。
（参考：制度拡充の概要）
【拡充対象者】
・1歳～中学校3年生で所得基準額以上の者
・高校生相当の者
【助成内容】
・拡充対象者の被保険者等負担額の全部（入院）又は一部（入院以外）
【対象者数】
・拡充部分　約8,000人
【助成額（扶助費）見込】
・拡充部分　約220,000千円（年間）

＋2,624
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